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東
海
建
設
支
部
は
、
六
月
六
日
、
分
会
長
会
議
を
開
催
し
、
夏

期
闘
争
方
針
、
職
場
情
勢
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。 

年
度
末
以
降
、
通
常
の
年
度
末
業
務
・
補
正
対
応
に
加
え
、
新

型
コ
ロ
ナ
対
策
で
業
務
量
が
増
え
た
と
こ
ろ
に
、
四
月
初
旬
か
ら

の
「
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
」
を
受
け
て
の
在
宅
勤
務
強
要
と
増

え
る
業
務
、
物
品
等
の
特
例
的
な
取
得
な
ど
に
よ
り
、
職
場
の
混

乱
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
（
裏
面
参
照
）
。 

東
海
建
設
支
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
混
乱
や
職
員
負
担
な
ど
の

課
題
を
整
理
し
、
第
二
派
襲
来
に
備
え
、
今
か
ら
準
備
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
当
局
は
、
「
六
月
中
旬
に
取
り
組
ん
だ
テ
レ
ワ
ー
ク

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
基
に
対
策
を
講
じ
る
」
と
し
、
具
体
的
な
対

策
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
既
に
、
東
京
を
中
心
に
感
染

者
が
広
が
る
中
、
対
応
が
間
に
合
う
の
か
疑
問
が
残
り
ま
す
。 

局
長
は
速
や
か
に
業
務
の
仕

分
け
を
行
い
、
少
数
で
も
必
要

業
務
を
実
施
で
き
る
体
制
、
集

団
感
染
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体

制
を
明
確
に
す
べ
き
で
す
。 

四
月
か
ら
の
対
応
で
は
、
対

処
方
針
に
示
さ
れ
た
、
接
触
機

会
の
低
減
策
と
な
る
出
勤
回

避
、
時
差
出
勤
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

等
の
組
み
合
わ
せ
は
示
さ
れ

ず
、
三
～
五
割
出
勤
、
業
務
の

進
捗
管
理
だ
け
を
強
要
し
た
こ

と
で
職
場
の
混
乱
を
招
き
、
施

策
の
目
的
化
、
実
態
の
無
い
接

触
回
避
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。 

    

六
月
一
〇
日
に
行
っ
た
当
局

折
衝
で
は
、
「
局
長
の
強
い
指

示
の
下
、
総
務
部
で
は
業
務
の

先
送
り
、
業
務
実
態
に
応
じ
た

出
勤
回
避
が
行
わ
れ
、
総
務
部

の
計
画
は
事
務
所
に
も
参
考
送

付
し
た
」
回
答
し
い
て
い
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
の
事
務
所
当
局

が
そ
の
様
な
認
識
に
無
く
、
総

務
部
以
外
の
各
部
に
お
い
て
も

通
常
通
り
、
作
業
依
頼
が
乱
発

さ
れ
て
い
ま
す
。 

指
示
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
第

し
か
し
、
指
定
公
共
機
関
以

上
に
対
応
が
必
要
な
行
政
機
関

で
あ
る
は
ず
の
中
部
地
方
整
備

局
の
各
事
務
所
で
は
策
定
す
ら

さ
れ
て
お
ら
ず
、
優
先
的
に
実

施
す
る
業
務
、
感
染
防
止
対
策
、

業
務
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
な

ど
、
一
切
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。 今

回
の
コ
ロ
ナ
対
応
で
は
、

特
定
者
に
偏
る
在
宅
勤
務
割
り

振
り
、
新
採
や
期
間
業
務
職
員

が
連
日
在
宅
勤
務
、
発
注
の
遅

延
、
在
宅
勤
務
者
の
闇
出
勤
な

ど
、
対
処
方
針
や
一
般
に
言
う

Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
は
か
け
離
れ
た
実
態

と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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コ
ロ
ナ
に
負
け
る
な
！ 

職
場
環
境
の
改
善
・
テ
レ
ワ
ー
ク
環
境
の
整
備
を
！ 

大
幅
賃
上
げ
、
諸
手
当
改
善
、
実
効
あ
る
労
働
時
間
の
短
縮
に
向
け
頑
張
ろ
う
！ 

コロナ禍での業務運営 

第二波に向け改善を！ 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
本
部
決
定
の
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

基
本
的
対
処
方
針
（
以
下
「
対

処
方
針
）
」
で
は
、
「
河
川
や

道
路
な
ど
の
公
物
管
理
、
公
共

事
業
」
は
社
会
の
安
定
維
持
の

た
め
「
事
業
の
継
続
を
求
め
ら

れ
る
事
業
者
」
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
「
指
定
公
共
機
関
等
は
ま

ん
延
防
止
に
対
策
に
関
す
る
Ｂ

Ｃ
Ｐ
（
業
務
継
続
計
画
）
の
策

定
・
実
施
を
図
っ
て
お
り
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

二
波
に
備
え
る
以
前
に
、
局
長

の
意
が
局
内
は
も
と
よ
り
、
各

事
務
所
幹
部
に
正
確
に
伝
わ

り
、
実
行
さ
れ
る
組
織
づ
く
り

が
急
務
で
す
。
そ
の
う
え
で
業

務
量
に
見
合
う
業
務
体
制
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
、

実
態
に
沿
っ
た
業
務
内
容
、
職

員
配
置
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。 

七
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
、

予
備
交
渉
で
は
、
六
月
中
旬
に

実
施
し
た
「
テ
レ
ワ
ー
ク
ア
ン

ケ
ー
ト
」
を
結
果
を
踏
ま
え
、

今
後
、
様
々
な
対
応
を
と
る
こ

と
を
表
明
し
て
い
ま
す
が
、
現

時
点
で
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
、
課

題
等
は
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

東
海
建
設
支
部
で
は
各
職
場

か
ら
報
告
さ
れ
た
課
題
の
解
決

に
向
け
、
引
き
続
き
追
及
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

    

各
職
員
が
自
己
負
担
に
よ

り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
環
境
整
備
の

通
信
契
約
の
変
更
、
ウ
イ
ル
ス

対
策
ソ
フ
ト
の
買
い
換
え
、
機

器
や
作
業
デ
ス
ク
の
追
加
購
入

な
ど
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

多
く
の
職
場
で
Ｂ
Ｃ
Ｐ
未
策
定 

優
先
度
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
は
？ 

各
事
務
所
で
は
思
考
停
止
？ 

局
で
は
局
長
指
示
で
仕
分
実
施 

自
己
負
担
で
環
境
整
備
？ 

手
当
・補
助
な
ど
制
度
整
備
を
！ 
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人
事
院
勧
告
時
に
報
告
に
手
当

新
設
を
明
記
さ
せ
る
た
め
に
は

速
や
か
な
上
申
が
重
要
で
す
。 

    

ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に

よ
り
、
民
間
か
ら
は
す
で
に
「
サ

ー
ビ
ス
残
業
の
温
床
に
な
る
の

で
は
」
「
ま
と
も
な
業
績
評
価

が
受
け
ら
れ
な
い
の
で
は
」
な

ど
の
不
安
の
声
も
出
て
い
ま

す
。 東

海
建
設
支
部
の
調
査
で

も
、
「
メ
ー
ル
が
使
え
な
い
」

「
通
信
が
切
れ
る
」
「
な
れ
な

り
、
光
熱
水
道
費
等
の
持
ち
出

し
負
担
対
策
と
し
て
在
宅
勤
務

手
当
を
支
給
す
る
な
ど
の
措
置

を
講
じ
る
企
業
も
あ
り
ま
す
。

中
に
は
、
オ
フ
ィ
ス
の
椅
子
や

Ｐ
Ｃ
を
自
宅
に
配
送
す
る
企
業

も
あ
る
よ
う
で
す
。 

政
府
は
、
「
働
き
方
改
革
」

と
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
を

図
っ
て
お
り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を

普
及
さ
せ
る
た
め
に
も
、
業
務

で
必
要
な
資
機
材
は
使
用
者
の

責
任
で
準
備
す
る
と
と
も
に
、

光
熱
費
等
で
職
員
に
負
担
を
強

い
る
こ
と
の
無
い
よ
う
、
機
器

購
入
へ
の
補
助
制
度
や
在
宅
勤

務
手
当
の
導
入
が
必
要
で
す
。

い
機
器
」
に
よ
り
作
業
効
率
が

落
ち
た
と
い
う
意
見
も
多
く
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
一
部

事
務
所
で
は
「
在
宅
勤
務
で
残

業
は
認
め
な
い
」
と
い
う
発
言

も
あ
り
、
業
務
遅
延
分
を
サ
ー

ビ
ス
残
業
で
こ
な
さ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
も
生
ま
れ
て
お
り
、

民
間
の
状
況
と
同
様
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

現
在
、
在
宅
勤
務
は
始
業
時
、

終
了
時
に
管
理
者
に
連
絡
し
、

業
務
報
告
書
（
二
行
程
度
）
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
で
管
理
者
が
業
務

内
容
を
把
握
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
常
日
頃
か
ら
の
コ
ミ
ュ

た
こ
と
も
課
題
で
す
。 

あ
る
民
間
調
査
で
は
、
三
～

四
月
の
光
熱
費
が
対
前
年
比
で

四
割
弱
（
金
額
で
二
千
円
弱
）

増
加
し
た
と
い
い
、
携
帯
電
話

な
ど
の
通
信
費
、
机
や
椅
子
、

Ｐ
Ｃ
周
辺
機
器
の
購
入
費
用
負

担
に
対
す
る
不
満
も
多
い
と
い

い
ま
す
。
労
働
基
準
法
八
九
条

第
一
項
第
五
号
で
労
働
者
に
食

費
、
作
業
用
品
そ
の
他
の
負
担

を
さ
せ
る
場
合
は
就
労
規
則
に

明
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
お
り
、
労
働
者
負
担
額
の

切
り
分
け
が
困
難
な
た
め
、
在

宅
勤
務
に
伴
う
機
器
等
整
備
に

半
額
程
度
の
補
助
を
行
っ
た

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
信
頼
関
係
の

構
築
が
重
要
で
す
。 

    

職
場
で
の
感
染
予
防
対
策
も

重
要
で
す
。
対
処
方
針
に
は
、

各
業
種
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
感

染
拡
大
予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

に
沿
っ
た
感
染
症
予
防
対
策
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
時

点
で
そ
の
様
な
も
の
は
作
成
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
公
務
職
場
と

い
っ
て
も
各
省
庁
、
各
部
署
で

業
務
形
態
も
異
な
り
、
本
局
、

事
務
所
、
出
張
所
で
の
標
準
的

な
感
染
予
防
対
策
の
整
備
も
必

要
で
す
。
中
部
地
整
の
各
事
務

所
の
状
況
を
見
て
も
、
職
員
間

の
感
染
予
防
の
た
め
、
ビ
ニ
ー

ル
シ
ー
ト
に
よ
る
飛
沫
防
止
が

行
わ
れ
て
い
た
り
、
検
温
等
が

行
わ
れ
て
い
る
事
務
所
と
全
く

対
応
さ
れ
て
い
な
い
事
務
所
が

あ
る
な
ど
対
応
は
バ
ラ
バ
ラ
で

す
。 

   

第
二
波
で
職
場
が
混
乱
し
な

い
た
め
、
職
員
間
で
感
染
拡
大

を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
、
職
員

の
負
担
を
解
消
す
る
た
め
、
局

長
自
身
が
方
向
性
を
示
し
、
整

備
局
全
体
で
コ
ロ
ナ
対
策
を
講

じ
る
と
と
も
に
、
国
民
本
位
の

公
共
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
す
。 

新型コロナ対策の課題  
※６月末時点での職場の声をもとに作成 

 
＜在宅勤務命令について＞ 

 感染症対策のＢＣＰが各事務所で整備されてない。 

 基本的対処方針（対策本部決定）ではＢＣＰに基づく

出勤者抑制とあるが、出勤者が減っただけで業務が減

っていない。 

 「３割・５割出勤の計画表作成」へと目的がすり替わ

り、「接触回避」を具体に検討されなかった。 

 在宅勤務環境が不十分なまま「在宅勤務」となり、業

務停滞を招いた（その後かチャット導入により一部職

員は改善）。 

 予算要求時期で担当係長を出勤とし、担当外を在宅と

するなど出勤の偏りが生じた。 

 在宅時メール確認が出来ないため、出勤日はメール確

認で半日費やし、メールの対応に追われ、やりたい仕

事が出来ない。 

＜業務量＞ 

 業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく対応としながら、「発

注継続」「予算要求資料の早期作成」と矛盾が生じ、

少ない人員での高負担作業が発生した。 

 公共管理施設の閉鎖について各事務所判断・局調整が

必要となり、業務量が増えた。（一部は休日対応も実

施） 

 本局からの作業依頼は減らなかった。 

 職場に外線電話（携帯）が頻繁に入り、取り次ぎ手間

が増えた。 

 一部事務所では不要不急と思われる独自講習を実施

した。 

＜職場環境＞ 

 消毒薬の不足。 

 執務室内の対応（ビニルシート間仕切りなど）実施。

（事務所ごとの違い） 

 来庁者への検温・確認（本局以外は未実施） 

＜テレワーク環境＞ 

 個人携帯電話による通信費用負担が生じた。 

 自宅のネットワーク環境の整備を実費（回線変更、ウ

イルス対策等）で実施する必要が生じた。 

 在宅での業務環境（机・椅子等）が不十分で整備費用

が必要となった。 

＜その他＞ 

 在宅勤務に伴う疾病等、どこまで対応してくれるのか

不安。 

 在宅勤務の勤務管理がずさん。超過勤務実態もあり、

「不払い残業」を懸念。（「残業するな」の指示があ

った事務所もあり） 

 光熱水道費が余分にかかった。 

適
切
な
業
務
管
理
で 

サ
ー
ビ
ス
残
業
の
無
い
職
場
を
！ 

事
務
所
・出
張
所
の
標
準
的
な 

感
染
予
防
対
策
措
置
の
策
定
を
！ 

局
長
が
方
向
性
を
示
し 

国
民
本
位
の
公
共
事
業
推
進
を
！ 


